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盛岡市立保育所民営化計画・第２次民営化実施計画 

  

 平成 18年８月に策定した盛岡市立保育所民営化計画において，第２次民営化実施計画

（平成 23年度～平成 27年度）を平成 21年度に策定し，公表することとしていることか

ら，この度，第２次民営化実施計画を策定したものです。 

 なお，第３次民営化実施計画（平成 28年度～平成 32年度）については，平成 26年度

に策定し，公表する予定です。 

 

１ 対象保育所 

  第２次民営化実施計画において実施する民営化の時期と対象とする保育所は，次の

とおりとします。 

移管予定 

年度 

保育所名 

所在地 

事業開始年月日 

施設建築年 
敷地面積 建築面積 

定 員 

保育開始年齢 

平成 24年度 本宮保育園 

盛岡市本宮字

熊堂 96－1 

昭和 32年４月１日 

 

平成 18年（建替え） 

3,227.00㎡  776.10㎡ 120名 

0歳 

平成 25年度 飯岡保育園 

盛岡市下飯岡 8

－99 

昭和 39年４月１日 

 

平成 5年（建替え） 

3,304.74㎡ 760.37㎡ 120名 

0歳 

平成 26年度 くろいしの保

育園 

盛岡市黒石野

一丁目 12－1 

昭和 49年６月１日 

 

昭和 49年 

2,296.35㎡ 465.23㎡ 90名 

1歳 

 

２ 対象保育所の選定理由 

  第２次民営化実施計画で，民営化する保育所を選定した理由は，次のとおりです。 

（１）本宮保育園 

① 新しい園舎のため，建替えが不要である。 

② 土地区画整理事業により開発が進んでおり，待機児童が多い地区であることか

ら，安定した保育需要が見込まれる。 

   ③ 乳児室等の増築が可能である。 

（２）飯岡保育園 

① 比較的新しい園舎のため，建替えが不要である。 
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② 乳幼児の保育需要が見込まれる。 

③ 乳児室及び子育て支援センターの増築が可能である。 

（３）くろいしの保育園 

① 老朽化のため建替えが必要である。 

② 既存園舎を利用しながら，建替えることが可能である。 

③ 松園地区と上田地区の中間に位置しており，乳児保育を実施していないことか

ら保育需要が見込まれる。 

 

３ 民営化にあたって実施・充実する保育サービス 

   各保育園における保育ニーズを勘案しながら，次の保育サービスの充実を図る。 

（１）乳児保育 

（２）特別保育 

午後８時までの延長保育，休日保育の実施 

（３）子育て支援 

子育て支援センターの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


